
外
枠
四
八
こ
―
-Crn

X 

二ハ一

、
一―-
cm

縦
五
七
•

四

c
m
x
 横
一
九
三

・
五

cm

満
文
康
煕
三
十
六
年
（
一
六
九
七
）
九
月
二
十
一
日

〔

（

）
内
は

『歴
代
宝
案
』
所
収
の
文
書
と
の
対
応
を
示
す
。
〕

日
付

漢
文

一
、
康
熙
封
琉
球
国
王
勅
（
満
漢
合
璧
）

康
煕
二
十
八
年
(
-
六
八
九
）
十
月
初
十
日

縦
六
―

・
ニ
Cm

X 

横
九
八

・
七

cm

日
付

万
暦
三
十
八
年
（
一
六
一

0
)
七
月
二
十
七
日

一
九
九
四
年
二
月
調
査
）
ま
で
に
確
認
で

き
た
古
義
堂
文
庫
の
琉
球
関
係
漢
文
史
料
は
、
以
下
の
六
件
で
あ
る
。

六
、
琉
球
王
宛
朝
鮮
国
王
書
葛

現
時
点
(
-
九
九
三
年
九
月
、

縦
四
七

・
六
Cm

X 

横
九
八

・
七

em

日
付

景
泰
六
年
(
-
四
五
五
）

七
月
二
十
一
日

本
史
料
は
天
理
大
学
附
属
天
理
図
書
館
蔵

(
1
)
 

で
あ
る
。
古
義
堂
は
江
戸
時
代
の
京
都
の
儒
学
者
伊
藤
仁
斎
(
-
六
七

O
S
一

古
義
堂
文
庫
の
史
料
（
抄
本
）

七
0
五
）
が
京
都
近
衛
堀
川
に
開
い
た
私
塾
の
名
称
で
あ
る
。
そ
し
て
古
義

堂
文
庫
は
仁
斎
と
彼
の
思
想

・
学
問

・
文
章
の
忠
実
か
つ
適
確
な
継
承
者
と

さ
れ
る
長
子

・
東
涯
（
一
六
七

O
S
一
七
三
六
）
親
子
を
中
心
と
し
て
、
さ

ら
に
加
え
て
東
涯
以
後
の
伊
藤
家
の
子
孫
等
の
自
筆
稿
本
及
び
蒐
書
の
す
べ

(
2
)
 

て
を
連
綿
と
三
百
年
に
わ
た
っ
て
殆
ど
完
全
に
保
存
し
て
き
た
文
庫
で
あ
る
。

天
理
図
書
館
へ
は
昭
和
十
六
年
に
移
譲
さ
れ
て
い
る
。

縦
五
七
・

六

cm

x
 横
一
三
八
•

O
c
m

日
付

康
熙
四
十
九
年
（
一
七
一

0
)
六
月
初
八
日

縦
五
七

・
六

em

x

横

一
三
八

・
ニ
Cm

日
付

康
煕
四
十
八
年
（

一
七
0
九
）
十
一
月
日

は
し
が
き

（『歴
代
宝
案
』
第
二
集
巻
四
ー
一
六
号
文
書
）

X 

横
一
三
一
こ
―
-Crn

外

間

み

ど

り

日
付
康
熙
四
十
七
年
（
一
七

0
八
）
十
月
日

古
義
堂
文
庫
の
琉
球
関
係
漢
文
史
料
に
つ
い
て

内
枠
三
七

・
ニ
Cm

一
五
O
・
O
cm 

（
漢
文
部
分

『歴
代
宝
案
』
第
一
集
巻
三
ー
ニ
三
号
文
書
）

二
、
琉
球
表
文

縦
三
七
•

O
c
m

――
-
、
琉
球
国
王
杏

四
、
福
建
布
政
司
杏

（『歴
代
宝
案
』
第
二
集
巻
五

IO
九
号
文
書
）

五
、
琉
球
国
尚
泰
久
封
国
勅
駕 x
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さ
て
、

そ
れ
で
は
な
ぜ
古
義
堂
文
庫
の
東
涯
の
自
筆
注
記
の
入
る
史
料
の

れ
て
筒
状
の
袋
に
納
め
ら
れ
て
い
る
。

の
筆
が
入
り
、
正
徳
五
年
（
一
七
一
五
）

非
常
に
丁
寧
な
書
写
で
あ
り
、

『
歴
代
宝
案
』

ら
に
よ
っ
て
『
歴
代
宝
案
』

参
考
と
な
る
史
料
で
あ
る
。

り
上
げ
て
紹
介
す
る
。

た
だ
し
、
今
回
は
紙
幅
の
都
合
に
よ
り
、

一
・
ニ
・
三
・
四
の
四
件
を
取

こ
の
四
件
の
文
書
は
、
各
々
が
封
函
を
持
ち
、

さ
ら
に
四
件
が
ま
と
め
ら

い
ず
れ
も
康
熙
時
代
、
琉
球
で
は
尚

貞
・
尚
益
・
尚
敬
に
係
る
時
代
で
あ
る
。
袋
に
は
右
記
の
文
書
四
件
の
表
題

(
4
)

（

5
)
 

が
明
記
さ
れ
る
ほ
か
、
「
正
徳
五
年
乙
未
九
月
冥
完
東
胤
家
蔵
」
と
伊
藤
東
涯

の
璽
与
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

一
・
ニ
文
書
の
書
き
入
れ
（
後
示
）
に
よ
る

と
、
本
抄
本
は
原
姿
を
留
め
て
書
写
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
一
・

ニ
・

四
に
は
朱
書
ま
た
は
墨
書
で
東
涯
の
注
記
や
訂
正
が
入
っ
て
い
る
。
さ
ら
に

こ
の
三
通
は
『
歴
代
宝
案
』
に
も
同
じ
文
書
が
所
収
さ
れ
て
お
り
、

東
涯
が

の
原
本
あ
る
い
は
抄
本
を
み
て
い
た
可
能
性
が
窺
え
、
こ
れ

の
も
と
に
な
っ
た
原
文
書
の
姿
を
復
元
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
ま
た
現
在
進
行
中
の

『歴
代
宝
案
』

の
編
集
校
訂
作
業
に
も

中
に
琉
球
関
係
の
漠
文
史
料
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
東
涯
が
書
写
し
た
原
文

書
を
ど
の
よ
う
な
経
路
で
手
に
入
れ
た
の
か
、
琉
球
使
節
と
の
接
触
は
あ
っ

た
の
か
、
今
の
と
こ
ろ
不
明
で
あ
る
。
た
だ
当
時
の
い
ろ
い
ろ
な
状
況
か
ら

次
の
よ
う
な
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ま
ず
東
涯
が
書
写
し
た
と
さ
れ
る
正
徳
五
年
前
後
の
時
期
に
つ
い
て
。
こ

の
時
期
を
み
る
と
、
宝
永
七
年
（
一
七
一

0
)
、
正
徳
四
年
（

一
七
一
四
）
に

て
お
り
、

は
琉
球
国
使
節
の
い
わ
ゆ
る
江
戸
上
り
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
正
徳
元

年
（
一
七
―
―
)
に
は
朝
鮮
通
信
使
の
渡
来
が
あ
っ
た
。
後
述
す
る
よ
う
に

宝
永
七
年
、

正
徳
四
年
の
使
節
の
渡
来
は
、
使
節
の
種
々
の
形
式
が
整
え
ら

れ
た
時
期
で
、
琉
球
に
関
す
る
書
物
も
多
く
刊
行
さ
れ
、
い
わ
ゆ
る
琉
球
ブ
ー

(6
)
 

ム
が
お
こ
っ
た
時
期
で
あ
る
。

『古
義
堂
文
庫
目
録
』
の
東
涯
関
係
の
部
分
に

も
右
の
漢
文
史
料
の
ほ
か
に
、
宝
永
七
年
の
使
節
渡
来
に
関
す
る
次
の
よ
う

(7
)
 

な
史
料
が
あ
る
。

・
琉
球
国
尚
益
書
簡
二
通
之
窮
（
賓
永
七
年
中
ノ
モ
ノ
、
東
涯
外
題
）

・
南
泉
院
東
照
宮
参
詣
行
列
次
第
（
南
泉
院
ハ
琉
球
人
ニ
シ
テ
、
費
永
七

年
十
一
月
晦
日
ノ
コ
ト
）

．
賓
永
七
年
琉
球
人
濱
松
病
死
一
件

こ
こ
か
ら
、
当
時
、
東
涯
が
琉
球
に
相
当
な
興
味
を
示
し
て
い
た
こ
と
が
窺

次
に
当
時
の
漢
学
者
の
間
に
み
ら
れ
る
琉
球
に
対
す
る
認
識
に
つ
い
て
。

吉
川
幸
次
郎
氏
に
よ
れ
ば
、
伊
藤
仁
斎
は
、
中
国
の
歴
史
と
あ
ら
ゆ
る
事
物

に
対
し
て
広
く
正
確
な
知
識
を
も
ち
、

卓
越
し
た
能
力
を
示
し
て
お
り
、
こ
の
点
で
は
当
時
日
本
の
第
一
人
者
で
あ
っ(8) 

た
だ
ろ
う
と
し
、
そ
れ
に
代
わ
っ
た
の
が
そ
の
子
東
涯
と
荻
生
祖
彼
で
あ
っ
た

と
い
う
。
ま
た
京
都
の
伏
見
は
琉
球
国
使
節
の
江
戸
ま
で
の
通
過
地
に
あ
た
っ

の
こ
ま
ご
ま
と
し
た
情
報
が
入
っ
て
き
た
は
ず
で
あ
る
。
さ
ら
に
こ
う
し
た

東
涯
の
関
心
は
単
に
一
人
東
涯
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
当
時
の
漢
学
者
の
間

わ
れ
る
。

そ
の
上
、
中
国
語
の
読
解
と
表
現
に

い
や
が
お
う
で
も
京
都
に
私
塾
を
開
く
東
涯
の
耳
に
は
使
節
渡
来
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に
広
く
見
い
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
特
に
宝
永
・
正
徳
の
頃
は
、
荻
生
祖
練

や
新
井
白
石
が
使
節
と
接
触
し
て
琉
球
へ
の
認
識
を
深
め
、
琉
球
研
究
の
始

(9
)
 

ま
り
と
も
言
え
る
時
期
で
あ
る
。
荻
生
祖
保
に
は
宝
永
七
年
の
琉
球
使
節
を

見
聞
し
た
こ
と
を
記
し
た
著
書

『
琉
球
国
聘
使
記
』
が
あ
る
。
新
井
白
石
は

宝
氷
八
年
に
京
都
で
帰
国
途
中
の
使
節
と
接
触
、
正
徳
四
年
に
は
、
江
戸
の

島
津
吉
貴
の
屋
敷
で
接
触
が
あ
り
、
『
白
石
先
生
琉
人
問
対
』
『
南
島
志
』
『
琉

球
国
事
略
』
な
ど
の
琉
球
関
係
の
著
書
が
あ
る
。
白
石
は
正
徳
四
年
の
時
に

は
、
宮
里
親
雲
上
の
名
で
使
節
に
加
わ
っ
て
い
た
程
順
則
と
も
会
見
し
て
い

る
。
周
知
の
よ
う
に
程
順
則
は
琉
球
の
学
者
と
し
て
名
声
が
高
く
、
留
学
及

び
進
貢
使
節
と
し
て
数
度
の
中
国
渡
航
の
経
験
を
も
つ
。

た
だ
し
、
こ
れ
ら
漢
学
者
た
ち
の
関
心
が
琉
球
そ
の
も
の
へ
の
関
心
な
の

か
、
あ
る
い
は
琉
球
の
背
後
に
あ
る
中
国
へ
の
関
心
な
の
か
、琉
球
人
が
持
っ

て
い
る
中
国
の
知
識
へ
の
関
心
な
の
か
、
諸
説
が
あ
り
、
検
討
は
今
後
に
ゆ

三
つ
め
に
、

そ
れ
で
は
東
涯
が
ど
う
い
う
形
で
琉
球
使
節
と
接
触
し
た
か

で
あ
る
。
現
在
の
と
こ
ろ
、
両
者
の
間
に
直
接
の
接
触
が
あ
っ
た
か
ど
う
か

は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
仁
斎

・
東
涯
を
通
じ
て
、
古
義
堂
に
は
身
分

(10
)
 

を
問
わ
ず
、
い
ろ
い
ろ
な
人
が
集
ま
っ
て
来
て
い
る
こ
と
は
非
常
に
興
味
深
い
。

東
涯
が
古
義
堂
に
出
入
り
す
る
者
を
介
し
て
間
接
的
に
接
触
す
る
可
能
性
は

考
え
ら
れ
な
い
か
。
た
と
え
ば
薩
摩
人
を
介
し
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
。
実
際
、

東
涯
の
『
初
見
帳
』
に
は
琉
球
人
の
名
は
み
え
な
い
も
の
の
、
薩
摩
人
の
名

(11
)
 

は
み
え
る
。
さ
ら
に
興
味
を
ひ
く
こ
と
に
『
古
義
堂
文
庫
目
録
』
に
所
収
さ

だ
ね
た
い
。

の
課
題
と
し
て
考
え
て
い
き
た
い
と
思
う
。

あ
ろ
う
か
。

れ
た
仁
斎
の
次
男
つ
ま
り
東
涯
の
弟
梅
宇
(
-
六
八
三
＼
一
七
四
五
）
関
係

・
琉
球
官
職
位
階
之
太
抵

が
あ
る
。
こ
れ
の
末
尾
に
「
右
は
お
江
戸
従
薩
侯
之
邸
出
候
由
に
て
嘗
地
へ

参
候
而
有
之
窮
取
掛
御
目
候
定
而
先
二
御
覧
可
被
成
奉
存
候
薩
邸
に
て
ハ
秘

シ
申
候
様
二
承
候
き

う
で
、
当
地
（
京
都
？
）

涯
に
？
）

寓
横
大
一
冊

へ
来
た
も
の
で
す
。
（
梅
宇
が
）
写
し
取
っ
て
（
東

お
目
に
か
け
る
も
の
で
す
。
き
っ
と
先
に
ご
覧
に
な
り
た
い
だ
ろ

う
と
思
い
ま
す
。
薩
摩
で
は
秘
密
に
す
る
よ
う
に
と
受
け
た
ま
わ
っ
て
お
り

(12
)
 

ま
す
。
）
と
あ
っ
て
、
具
体
的
に
い
つ
頃
書
か
れ
た
も
の
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、

古
義
堂
と
薩
摩
の
関
係
を
匂
わ
せ
て
く
れ
る
資
料
で
あ
る
。

ま
た
、
正
徳
四
年
の
江
戸
上
り
か
ら
の
帰
途
、
草
津
に
て
程
順
則
は
、

京

都
の
公
家
近
衛
家
煕
の
た
め
に
鴨
川
の
物
外
楼
の
詩
文
を
作
っ
て
い
る
。
近

衛
家
煕
は
、
後
水
尾
天
皇
皇
女
常
子
内
親
王
を
母
に
持
ち
、
摂
政
、
太
政
大

臣
に
ま
で
達
し
た
人
物
で
あ
る
。
当
時
文
化
人
の
パ
ト
ロ
ン
的
存
在
で
あ
り
、

東
涯
と
も
交
流
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
な
お
、
近
衛
家
は
日
向

・
大
隅

・

(14
)
 

薩
摩
に
ま
た
が
る
嶋
津
荘
の
本
所
と
し
て
島
津
氏
と
関
係
が
あ
る
。
こ
う
し

た
京
都
の
公
家
を
媒
介
と
し
て
、
琉
球
使
節
と
の
接
触
は
考
え
ら
れ
な
い
で

以
上
、

は
な
は
だ
不
十
分
で
あ
る
が
、
若
干
考
え
て
み
た
。
こ
の
東
涯
ま

た
古
義
堂
と
琉
球
国
使
節
と
の
接
触
の
可
能
性
に
つ
い
て
は
詳
細
は
、
今
後

英
」
（
こ
れ
は
江
戸
の
薩
摩
藩
邸
か
ら
出
た
も
の
だ
そ

資
料
に
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あ
る
。
漠
文
と
満
文
は
同
じ
内
容
で
あ
る
の
だ
が
、
漢
文
の
日
付
（
康
煕
二

十
八
年
十
月
初
十
日
）

選
輯

史
料
の
概
容

半
分
が
満
文
の
勅
諭
で
あ
る
。
こ
の
抄
本
自
体
は
漢
文
部
分
と
満
文
部
分
が

貼
り
合
わ
せ
て
あ
る
。
東
涯
の
注
記
（
後
示
史
料
）
に
よ
る
と
、
東
涯
の
見

た
文
書
は
上
下
四
方
に
龍
と
瑞
雲
の
透
か
し
模
様
の
入
っ
た
紙
に
書
か
れ
た

も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
種
の
皇
帝
勅
諭
は
李
光
濤
編
『
明
清
棉
案
存
真

(15
)
 

初
集
』
に
も
み
え
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
の
書
写
に
は
若
干
問
題
が

と
満
文
の
日
付
（
康
熙
三
十
六
年
九
月
二
十

一
日
）

が
異
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
満
文
の
書
写
を
、
神
田
信
夫
先
生
に
見
て
頂
い

た
と
こ
ろ
、
満
州
文
字
を
解
さ
な
い
人
の
筆
の
た
め
、
字
形
が
か
な
り
崩
れ

て
は
い
る
が
、
若
干
の
文
字
を
除
き
大
体
解
読
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う

こ
と
な
の
で
、
満
文
も
漠
文
部
分
と
と
も
に
丁
寧
に
書
写
さ
れ
て
い
た
と
考

え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
う
す
る
と
、
書
写
の
時
点
で
、
す
で
に
日
付
が
異

な
っ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。

こ
の
文
書
が
日
付
の
異
な
っ
た
原
文
書
か
ら
直
接
写
し
た
も
の
か
、
あ
る

い
は
抄
本
か
ら
の
重
写
な
の
か
、
判
断
は
で
き
な
い
が
、
満
漢
合
璧
と
い
う

(16
)
 

側
面
か
ら
考
え
る
と
次
の
事
が
言
え
る
。

ま
ず
漢
文
部
分
と
満
文
部
分
が
一
紙
に
書
か
れ
て
い
る
場
合
で
あ
る
。
こ

れ
は
、
原
文
書
で
日
付
が
異
な
る
こ
と
は
絶
対
に
あ
り
得
な
い
の
で
、

書
写

書
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
右
よ
り
始
ま
る
右
半
分
が
漢
文
、
左
よ
り
始
ま
る
左

一
の
「
康
煕
封
琉
球
国
王
勅
」
は
、

四
件
の
中
で
唯
一
の
満
漢
合
璧
の
文

く
れ
る
。

次
に
、
漢
文
部
分
と
満
文
部
分
が
そ
れ
ぞ
れ
別
紙
に
書
か
れ
た
も
の
を
つ

な
ぎ
あ
わ
せ
て
一
文
書
に
な
っ
て
い
る
場
合
で
あ
る
。
こ
の
場
合
も
と
の
文

書
の
漠
文
・
満
文
が
何
ら
か
の
拍
子
で
分
離
、

件
か
生
じ
て
し
ま
っ
た
時
に
問
題
と
な
る
。
つ
ま
り
文
書
の
整
理
を
行
う
際
、

満
文
に
精
通
し
て
い
な
い
者
、

た
と
え
ば
琉
球
の
役
人
等
が
担
当
し
た
た
め

に
、
満
文
へ
の
対
応
が
十
分
に
で
き
ず
、

ま
た
そ
の
よ
う
な
文
書
が
何

日
付
の
異
な
る
漢
文
と
満
文
を
つ

な
ぎ
合
わ
せ
て
し
ま
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
二
件

の
文
書
の
漠
文
と
満
文
が
そ
れ
ぞ
れ
入
れ
替
わ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
『
歴
代

宝
案
』
に
は
、
こ
の
抄
本
の
漠
文
の
日
付
と
同
じ
康
煕
二
十
八
年
十
月
初
十

日
と
満
文
の
日
付
と
同
じ
康
煕
三
十
六
年
九
月
二
十
一

日
の
皇
帝
勅
諭
が
あ

り
、
日
付
は
異
な
る
が
、
内
容
・
擬
頭
・
行
数
・
字
数
と
も
に
一
致
す
る
。

も
し
、
こ
の
二
件
が
満
漢
合
璧
文
書
で
漢
文
と
満
文
部
分
が
離
れ
ば
な
れ
に

な
っ

て
し
ま
っ
た
場
合
、

前
述
し
た
よ
う
な
日
付
の
異
な
る
漢
文
と
満
文
を

入
れ
替
え
て
し
ま
う
可
能
性
は
十
分
に
あ
り
得
る
。

ち
な
み
に

『歴
代
宝
案
』
所
収
の
文
書
は
す
べ
て
漠
文
の
み
で
、
清
代
の

(11) 

皇
帝
勅
諭
に
も
満
漢
合
璧
の
文
書
は
な
い
。
『
歴
代
宝
案
』
の
編
集
の
際
に
収

集
さ
れ
て
い
た
文
書
の
中
に
満
漢
合
璧
文
書
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
不
明
だ
が
、

編
集
の
段
階
で
何
ら
か
の
方
針
が
あ
っ
て
、
満
文
が
除
外
さ
れ
た
可
能
性
が

(18) 

あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
勅
諭
は
、
琉
球
に
係
わ
る
外

交
文
書
の
な
か
に
満
漠
合
璧
の
皇
帝
勅
諭
が
あ
っ
た
こ
と
を
ほ
の
め
か
し
て

さ
れ
た
文
書
自
体
に
問
題
が
あ
る
。
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②
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八
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。

こ
の
封
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に
は
さ
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み
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縦
四
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．
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承
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＇
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ぞ
れ
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次
に
各
文
書
が
入
っ
て
い
る
封
函
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つ
い
て
紹
介
し
た
い
。
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下
、

そ
れ

④
 
福
建
布
政
司
杏

(b) 
③
 (a) 

2.7 
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文 25.0 
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諭
書
之
冥
二
而
御
座
候
此
諭
書
を
黄
色
之
薄
キ
絹
二
包
み
く
り
ぬ
き
の
木
筒

に
入
其
上
を
黄
色
の
木
綿
を
以
包
申
候
右
筒
仕
立
様
ハ
惣
様
金
箔
に
て
み
か

き
龍
を
黒
綸
具
二
而
か
き
其
上
を
漆
を
以
テ
薄
ク
塗
申
候
」
と
、
諭
書
の
納

(19) 

め
ら
れ
て
い
る
木
筒
に
つ
い
て
東
涯
の
書
き
入
れ
が
あ
る
。

と
こ
ろ
で

中
山
王
尚
益
謹
ン
デ
封
ズ
ル
）

と
あ
り
、
尚
益
が
差
出
人
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
封
函
が
は
た
し
て
東
涯
の
い
う
よ
う
に
、
康
煕
帝
か
ら
琉
球
国
王
を
封

ず
る
勅
諭
が
納
め
ら
れ
て
い
た
本
来
の
形
式
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
疑
問
が

生
じ
る
。
と
い
う
の
は
、
県
立
医
書
館
所
蔵

(20) 

新
話
』
に
も

東
恩
納
文
庫
の
『
琉
球
貢
雪

の
『
琉
球
貢
雪
新
話
』
は
編
者
不
詳
、
内
容
は
、
薩
摩
と
の
往
復
書
簡
、
江

（
イ
）
と
全
く
同
じ
図
が
記
載
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ

の
封
函
に
は
、
「
琉
球
国
中
山
王
尚
益
謹
封
」
（
琉
球
国

一
五
）
で
あ
り
、
琉
球
で
は
尚
貞
か
ら
尚
益
・
尚
敬
の
時
期
す
な
わ
ち
、

ち
ょ

(21) 

戸
上
り
使
節
名
簿
及
び
琉
使
行
列
な
ど
を
記
載
し
て
い
る
。
さ
て
、
『
琉
球
貢

の
図
の
右
側
に
は
「
琉
球
国
御
改
革
已
前
漢
文
呈
上
書
格
式

雪
新
話
』

尺
二
寸
一
分

の
側
に
は
「
上
箱
桐
ノ
箱
上
、
黄
色
絹
ヲ
キ
セ
」
と
あ
る
。
こ
の
桐
箱
は
前

述
（
口
）

の
東
涯
の
書
き
込
み
に
あ
っ
た
く
り
ぬ
き
の
木
箱
に
相
当
す
る
も

の
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
な
る
と
、
（
イ
）

れ
と
い
い
、

の
封
函
と
い
い
、
（
口
）

の
書
き
入

ど
う
や
ら
琉
球
と
日
本
の
間
で
用
い
た
と
さ
れ
る
呈
書
式
に
よ

く
似
て
い
る
。
し
か
し
、
現
在
の
と
こ
ろ
中
国
皇
帝
の
勅
諭
が
封
函
に
入
っ

て
来
た
の
か
ど
う
か
。
ま
た
ど
の
よ
う
な
形
式
の
封
函
で
あ
っ
た
の
か
等
わ

勅
諭
が
納
め
ら
れ
る
本
来
の
形
式
で
は
な
く
、
ど
こ
か
で
、
琉
球
が
日
本
本

土
の
交
流
上
で
使
用
し
た
呈
書
式
と
す
り
か
わ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

な
お
、

こ
の
時
期
に
は
書
簡
問
題
が
起
こ
っ
て
い
る
。
横
山
學
氏
に
よ
る

と
、
宝
永
七
年
(
-
七
一

0
)
と
正
徳
四
年
(
-
七
一
四
）

の
両
使
節
は
使

節
一
行
の
規
模
に
お
い
て
最
大
で
あ
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
特
に
、
宝
永
七

年
度
は
現
存
す
る
来
朝
記
録
が
最
も
多
く
、
具
体
的
な
事
実
が
記
録
と
し
て

良
く
残
さ
れ
て
い
る
。
書
式
の
面
を
み
る
と
、
こ
の
時
期
か
ら
従
来
の
書
式

が
改
め
ら
れ
、
使
節
団
の
構
成
、
城
中
に
お
け
る
諸
礼
式
、
献
上
物
の
内
容

等
が
定
型
化
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
正
徳
四
年
琉
球
王
尚
敬
か
ら
幕
府
に
宛

て
た
書
簡
書
式
が
問
題
化
す
る
の
も
、
宝
永
七
年
の
幕
府
へ
の
礼
状
に
端
を

(22) 

発
し
て
い
る
と
あ
る
。
こ
の
康
煕
帝
の
勅
諭
は
、
書
写
が
正
徳
五
年
(
-
七

（イ）

め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の

（
口
）
に
は
「
此
一
翰
ハ
康
煕
帝
よ
り
中
山
王
へ
の

（イ）

に
は
さ
ら
に
包
み

（
口
）
が
入
っ
て
お
り
、
文
書
は
そ
の
中
に
納

か
ら
な
い
の
で
依
然
と
し
て
問
題
は
残
る
が
、

（
イ
）
の
封
函
は
、
康
熙
帝
の

①
に
つ
い
て

琉

球

國

中

山

王

尚

(b) 

福

建

等

慮

承

宣

布

政

司

公

文

逓

至
□
〗

嘗

堂

開

折

黄
色
昏
ニ
テ
作
ル
」
と
あ
り
、

さ
ら
に
盗
つ
き
の
呈
書
套
図 曲
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う
ど
書
簡
問
題
の
起
こ
っ
た
時
期
に
係
っ
て
い
る
の
で
、
（
イ
）
の
封
函
は
こ

の
書
簡
問
題
と
幾
分
関
わ
り
が
あ
る
の
か
も
知
れ
な
い
。

の
場
で
開
封
せ
り
、

と
あ
る
。

日
の
発
送
日
付
が
記
さ
れ
、

(
b
)

は
杏
文
を
府
捧
し
至
る
。
左
側

に
福
建
等
虞
承
宣
布
政
使
司
は
そ
の
場
に
て
開
封
せ
り
、
と
あ
る
。

④
に
は
、
（

a
）
に
中
央
に
文
書
発
送
の
日
付
、
そ
の
両
側
に
内
に
は
文
書

一
件
、
及
び
布
字
一
号
と
布
政
使
司
で
の
文
書
編
号
が
記
さ
れ
る
。

(
b
)
に

は
福
建
等
慮
承
宣
布
政
使
司
が
公
文
を
発
送
し
至
す
。
琉
球
国
中
山
王
は
そ

ま
た
③
④
そ
れ
ぞ
れ
に
回
が
封
口
及
び
年
月
日
の
箇
所
を
含
め
三
箇
所
に

み
え
る
。
お
そ
ら
く
公
印
の
位
置
で
、
③
の
場
合
は
「
琉
球
国
王
之
印
」
、
④

に
は
「
福
建
等
慮
承
宣
布
政
使
司
之
印
」
が
使
用
さ
れ
て
い
た
だ
ろ
う
。

封
函
に
つ
い
て
は
、
『
櫃
垣
紀
略
』
巻
十
三
に
、
臣
下
か
ら
の
上
奏
が
皇
帝

の
批
准
の
後
、
軍
機
処
を
経
て
、
再
び
上
奏
者
に
伝
え
ら
れ
る
と
き
に
用
い

る
封
函
の
書
写
様
式
の
規
定
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、

其
封
函
之
式
、
字
寄
者
、
右
書
塀
理
軍
機
慮
封
寄
、
左
書
某
慮
某
官
開

折
。
偲
諭
者
、
居
中
大
書
雛
理
軍
機
虞
封
、
左
遥
下
半
書
偉
諭
某
慮
某

官
開
折
。
皆
於
封
口
及
年
月
日
慮
鈴
用
塀
理
軍
機
慮
印
。
（
封
函
の
様
式
、

寄
信
と
い
う
形
式
の
文
書
の
場
合
は
、
右
側
に
僻
理
軍
機
処
封
寄
、
左

側
に
某
処
某
官
開
折
と
書
く
。
伝
諭
と
い
う
形
式
の
文
書
の
場
合
は
、

に
は
右
側
か
ら
、
琉
球
国
中
山
王
世
孫
尚

③
は

(a)
に
康
煕
四
十
八
年
十
一
月

③
④
に
つ
い
て

2
)
 

注
(
1
)

反
町
茂
雄

『定
本
天
理
図
書
館
善
本
稀
書
』
（
八
木
書
店

の
一
の
大
き
さ
で
博
諭
某
処
某
官
開
折
と
書
く
。
そ
れ
ぞ
れ
封
口
と
年

月
日
の
所
に
は
塀
理
軍
機
処
の
押
印
が
さ
れ
る
。
）

(23
)
 

と
あ
る
。

『櫃
垣
紀
略
』
の
記
載
は
、
軍
機
処
か
ら
発
送
さ
れ
る
文
書
封
函
の

書
写
様
式
の
規
定
で
あ
る
が
、
③
④
の
封
函
の
様
式
と
比
較
し
た
場
合
、
差

出
人
・
受
取
人
、
公
印
の
位
置
な
ど
共
通
す
る
部
分
が
見
い
だ
せ
る
。
そ
う

す
る
と
、
従
来
、
琉
球
・
中
国
間
の
往
復
文
書
に
関
し
て
は
、
封
函
の
有
無

は
わ
か
ら
な
か
っ
た
が
、
③
④
を
見
る
限
り
に
お
い
て
は
、
中
国
国
内
と
同

様
、
文
書
は
封
函
を
持
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
せ
て
く
れ
る
史
料

で
あ
る
。

以
上
、
気
が
つ
い
た
点
を
述
べ
た
。

末
筆
な
が
ら
、
本
史
料
の
閲
覧
と
写
真
掲
載
に
快
く
承
諾
し
て
い
た
だ
い

た
天
理
大
学
附
属
天
理
固
書
館
に
感
謝
の
意
を
表
わ
し
た
い
。
ま
た
神
田
信

夫
先
生
、
秦
国
経
第
一
歴
史
梢
案
館
副
館
長
を
は
じ
め
、
多
く
の
先
生
方
に

御
助
言
を
い
た
だ
い
た
。
あ
わ
せ
て
謝
意
を
表
わ
し
た
い
。

古
義
堂
文
庫
に
は
、
天
理
固
書
館
編

輯

『古
義
堂
文
庫
目
録
』
が
あ
る
。

一
九
八

天
理
図
書
館
叢
書
第
二
十
一

七
年
）
を
参
照
。
ま
た
天
理
図
書
館
報
『
ビ
ブ
リ
ア
』
油
4

（
一
九
五

中
央
に
大
き
く
塀
理
軍
機
処
封
、
左
端
下
寄
り
に
中
央
の
文
字
の
二
分
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9
1
s
9
6
号

他
文
書
と
の
結
合
の
不
安
を
除
い
て
い
る
と
い
う
。

伊
藤
東
涯
『
初
見
帳
』
（一）

S
(六
）
」
天
理
図
書
館
報

『ビ
ブ
リ
ア
』

(10)

植
谷
元
「
伊
藤
仁
斎
の
門
人
帳
（
上
）
（
中
）
（
下
）
」
天
理
図
書
館

(
9
)
 
横
山
前
掲
書
61
頁

(16) 

(
8
)
 
前
掲
日
本
思
想
大
系
33
『伊
藤
仁
斎
・
伊
藤
東
涯
』
解
説

(
7
 

前
掲
『
古
義
堂
文
庫
目
録
』
三
六
四
頁

15 
ヽ

中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
専
刊
之
三
十
八

横
山
學

『琉
球
国
使
節
渡
来
の
研
究
』

報

『ビ
ブ
リ
ア
』
6
9
s
7
1
号。

山
根
陸
宏
・
岸
本
慎
美

「古
義
堂
文
庫

楷
案
存
真
選
輯

李
光
濤
編

『明
清

初
集
』
中
華
民
国
四
十
八
年
(
-
九
五
九
）

中
国
第

一
歴
史
梢
案
館
の
秦
国
経
副
館
長
に
よ
る
と
、
一
般
に
満
漢
合

璧
文
書
は
、
文
章
が
短
い
も
の
は
漠
文
と
満
文
が
一
紙
に
、
長
い
も
の

に
な
る
と
別
々
に
書
か
れ
合
貼
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
合
貼
さ
れ
る
場
合
、

文
璽
畏
の
合
貼
部
分
に
盗
印
が
さ
れ
、
こ
れ
で
も
っ
て
文
書
の
離
合
、

(
6
)
 

一
九
八
七
年

吉
川
弘
文
館

(14) 

『国
史
大
辞
典
』
吉
川
弘
文
堂

と
号
す
。
私
に
論
し
て
紹
述
先
生
と
い
う
。

文
庫
ひ
る
ぎ
社

一
九
九

0
年
）
参
照
。

(
5
)
 

|
」
、
島
尻
勝
太
郎
選

合
上
、
年
代
順
に
並
べ
た
。

則
、
池
宮
正
治
・
小
渡
清
孝
•
田
名
真
之
編
『久
米
村
ー
歴
史
と
人
物

建
布
政
司
次
ロ
・
琉
球
国
王
杏
の
順
序
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
説
明
の
都

境
名
安
典
全
集
』
第
四

程
順

(
4
)
 
『古
義
堂
文
庫
目
録
』
で
は
、
康
煕
封
琉
球
国
王
勅
・
琉
球
表
文
•
福

(13
)
 

資
料
篇
第
一
巻
六
』
一
九
八

0
年）、

『真

に
詳
し
い
。

敬
、
字
は
重
蔵
（
十
蔵
）
、
梅
宇
は
そ
の
号
。

掲
『古
義
堂
文
庫
目
録
』
及
び
前
掲
『定
本

(12) 

『古
義
堂
文
庫
目
録
』
ニ
―
三
頁
。
伊
藤
梅
宇
、
名
は
長
英
、
初
名
長

(
3
 

る。

吉
川
幸
次
郎
解
題
）
を
参
照
。

あ
る
。
ま
た
、
小
沢
伊
右
衛
門
薩
摩
屋
有
兵
衛
手
代
之
由
も
み
え

岩
波
書
店
）
、
伊
藤
東
涯
著
『
制
度
通
』
（
岩
波
文
庫

五
年
）
は
、
古
義
堂
文
庫
に
関
す
る
特
集
号
で
、
吉
川
幸
次
郎
「
仁
斎

と
祖
練
」
、
反
町
茂
雄
「
古
義
堂
文
庫
と
私
」
、
中
村
幸
彦
「
古
義
堂
略

史
」
「
孟
子
古
義
の
成
立
」
を
所
収
。
仁
斎
・
東
涯
に
つ
い
て
は
、
吉

（
一
九
七
一
年

古
義
堂
文
庫
移
譲
に
つ
い
て
は
、
富
永
牧
太
「
古
義
堂
顛
末
の
記
」
前

天
理
図
書
館
善
本
稀
書
』

伊
藤
東
涯
、
名
は
長
胤
、
字
は
源
蔵
、
東
涯
は
そ
の
号
、
別
に
槌
悔
斎

山
根
・
岸
本
前
掲
論
文
に
よ
れ
ば
、
東
涯
の
『
初
見
帳
』
は
仁
斎
没
の

翌
年
宝
永
三
年
（

一
七

0
六
）
正
月
＼
元
文
元
年
（

一
七
三
六
）
六
月

ま
で
、
東
涯
三
十
七
歳
よ
り
古
義
堂
の
主
で
あ
っ
た
三
十
年
余
の
門
人
・

野
村
善
左
衛
門
、
大
迫
伯
栄
が
み
え
、
と
も
に
紹
介
者
は
重
久
宗
仙
で

『程
氏
家
譜
』
（『那
覇
市
史

「
琉
球
の
大
偉
人
」
教
育
界
の
偉
人

上
里
賢
一
注
釈
『琉
球
漢
詩
選
』
（
お
き
な
わ

川
幸
次
郎
・
清
水
茂
日
本
思
想
大
系
33
『伊
藤
仁
斎
・
伊
藤
東
涯
』

知
人
を
著
録
す
る
。
『
初
見
帳
』
に
薩
摩
人
と
明
記
さ
れ
た
人
に
は
、

．
 
11 
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20 ＾ 19 (18) 

(17) 
cm 

筆
写
本
和
装
と
あ
る
。

在
）
で
は
、
『
琉
球
貢
雪
新
話
』
上
・
中

・
下
編
者
不
詳

3
冊

23

『
古
義
堂
文
庫
目
録
」

沖
縄
県
立
図
書
館
蔵

＼
三
）
。
『
沖
縄
県
郷
土
資
料
総
合
目
録
』
（
昭
和
四
七
年
三
月
一
日
現

東
恩
納
文
庫

(
K
二
0
0、
八
／
R
九
八
／

1
0
八

・
ニ
六
二
頁
。

の
原
本
と
重
修
本
の
編
集
に
触
れ
て
い
る
。

（
『
南
島
史
学
』
第
3
号

一
九
七
三
年
）
八
頁
で
は
、
『
歴
代
宝
案
』

二
冊

一
九
九
一
年
）
、

和
田
久
徳
「
『
歴
代
宝
案
」
第
一
集
解
説
」
（
『
歴
代
宝
案
』
校
訂
本
第

一
九
九
二
年
）
、
神
田
信
夫
「
校
訂
本

第
三
冊
•

第
四
冊
解

説
」
『
歴
代
宝
案
」
校
訂
本
第
四
冊
一
九
九
三
年
）
を
参
照
。
な
お
、

宮
田
俊
彦
・和
田
久
徳
「
明
孝
宗
よ
り
琉
球
国
中
山
王
尚
員
へ
の
勅
書
」

一
集
の
編
集
者
達
」
（
『
歴
代
宝
案
研
究
」
第
二
号

四
号

一
九
六
三
年
よ
り
転
載
）
及
び
富
島
壮
英
「
「
歴
代
宝
案
』
第

＾ 23 

（
清
）
梁
章
矩

朱
智
選
『
櫃
垣
記
略
』

て
」
（
『
歴
代
宝
案
研
究
』
創
刊
号

一
九
九

0
年
（
『
史
林
j

四
六
巻

ら
改
ま
っ
て
い
る
。

再
び
中
国
第
一
歴
史
梢
案
館
の
秦
国
経
副
館
長
に
よ
る
と
、
清
は
異
民

書
で
全
国
に
発
布
す
る
場
合
、
満
州
族
の
権
威
を
示
し
満
漢
合
璧
の
文

書
に
な
っ
て
い
る
。
よ
っ
て
中
国
と
琉
球
、
い
わ
ゆ
る
宗
主
国
と
藩
属

た
め
、
理
屈
上
で
は
満
漢
合
璧
の
文
書
に
な
っ
て
い
る
は
ず
だ
と
い
う

話
で
あ
っ
た
。

『歴
代
宝
案
』
の
編
集
に
つ
い
て
は
、
小
葉
田
淳
「
歴
代
宝
案
に
つ
い

横
山
前
掲
書
三
四

0
頁
で
は
、
『
琉
球
貢
雪
新
話
』
を
天
保
三
年
、
使

琉
球
国
使
節
の
展

開
」
六
一
＼
―
二
五
頁
を
参
照
。
新
井
白
石
『
折
た
＜
柴
の
記
』
の
巻

下
に
「
其
王
尚
益
が
代
よ
り
漢
語
を
用
ひ
、
書
函
の
式
等
も
改
れ
り
：
．」、

ま
た
真
境
名
安
興
『
沖
縄
一
千
年
史
」
に
は
「
琉
球
先
王
尚
貞
王
の
書

は
皆
和
文
式
に
従
い
御
字
、
候
字
、
誠
恐
謹
言
等
の
語
を
用
い
し
に
、

尚
益
王
に
至
っ
て
専
ら
漢
文
式
を
用
い
…
」
と
あ
り
、
書
式
は
尚
益
か

国
の
場
合
で
も
、
国
と
国
の
関
係
に
あ
た
る
の
で
、
そ
の
権
威
を
示
す

(22) 
書
簡
問
題
に
関
し
て
は
、
横
山
前
掲
書
「
第
三
章

族
満
州
族
の
王
朝
で
あ
る
。
清
朝
で
は
、
皇
帝
が
政
を
詔
等
の
公
式
文

節
渡
来
記
録
と
分
類
し
て
い
る
。

(21) 
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⑥ ⑤ 
〔
史
料
紹
介
〕

原
文
は
欠
字
・
捲
頭
を
含
め
、
抄
本
の
体
裁
に
随
っ
た
。
た
だ
し
、
本

稿
で
は
一
行
の
字
数
の
関
係
上
、
抄
本
の
一
行
が
二
行
に
わ
た
る
場
合

が
あ
る
。
そ
の
場
合
に
は
抄
本
の
一
行
の
終
わ
り
を
／
で
示
し
た
。

原
文
の
使
用
文
字
に
つ
い
て
は
、
正
字
体
に
統
一
し
た
。

書
き
下
し
文
の
使
用
文
字
に
つ
い
て
は
、
常
用
漠
字
に
統
一
し
た
。

抄
本
に
書
き
込
み
の
あ
る
場
合
は
、
書
き
込
み
の
位
置
と
内
容
を
示
し

こ。t
 

虫
損
字
・
不
明
字
な
ど
は
口
で
示
し
た
。

一
、
康
熙
封
琉
球
国
王
勅
と
二
、
琉
球
表
文
に
は
句
読
点
が
ほ
ど
こ
さ

れ
て
い
る
。

一
、
康
熙
封
琉
球
國
王
勅
（
満
漢
合
璧
）

（
漠
文
：
康
煕
二
十
八
年
十
月
初
十
日

満
文
：
康
熙
三
十
六
年
九
月
二
十
一
日
）

皇
帝
勅
諭
琉
球
國
中
山
王
尚
貞

朕
惟
昭
徳
懐
遠
盛
世
之
良
規
修
職
猷
深
藩

中
山
王
尚
貞
闊
在
返
方
克
抒
丹
梱
遣
使
齋

表
納
貢
忠
蓋
之
沈
良
可
嘉
尚
是
用
降
勅
奨

諭
併
賜
王
文
綺
等
物
王
其
祗
承
益
勘
忠
貞

以
副
朕
脊
欽
哉
故
勅

青
藍
綜
緞
陸
疋

u
十
月
初
拾
日

〔救
命
之
賓
〕

紗

陸

疋

紬

陸

疋

羅

陸

疋

閃

緞

陸

疋

錦

陣

疋

癖

緞

陣

疋

藍
素
緞
陸
疋

衣

素

陸

疋

計
開

④ ③ ② 

臣
之
大
節
輸
誠
匪
悌
寵
賓
宜
頒
爾
琉
球
國

①
 

〔
原
文
〕
（
後
半
の
満
文
は
省
略
）

凡

例
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紬
六
疋

羅
六
疋

閃
緞
六
疋

錦
四
疋

藍
素
緞
六
疋

衣
素
六
疋

癖
緞
四
疋

青
藍
綜
緞
六
疋

計
に
開
す

前
ニ
ハ
昇
龍
奥
ノ
タ
テ
ニ
ハ
降
龍
也

外
二
雲
気
多
シ

本
紙
此
通
龍
上
下
四
方
二
六
ア
リ

〔
書
き
込
み
〕

本
文
書
右
端
下

上
二
二
下
ニ
ニ
向
ヒ
合
セ
テ
写
シ

〔
書
き
下
し
〕

皇
帝
、
琉
球
国
中
山
王
尚
貞
に
勅
諭
す
。

な
づ

朕
、
惟
う
に
徳
を
昭
か
に
し
遠
を
懐
く
る
は
、
盛
世
の
良
規
な
り
。

職
を
修
め
深
を
献
ず
る
は
、
藩
臣
の
大
節
に
し
て
、
誠
を
輸
し
罹
ら

ざ
れ
ば
、
寵
賓
宜
し
く
頒
つ
べ
し
。
爾
、
琉
球
国
中
山
王
尚
貞
、
属

よ

の

し
て
返
方
に
在
り
、
克
＜
丹
涸
を
抒
べ
、
使
い
を
遣
わ
し
表
を
府
ら

ま
こ
と

し
貢
を
納
む
。
忠
蓋
の
枕
は
良
に
嘉
尚
す
べ
し
。
是
を
用
っ
て
勅
を

降
し
奨
諭
し
、
併
せ
て
王
に
文
綺
等
の
物
を
賜
う
。
王
、
其
れ
祗
ん

で
承
け
、
益
す
ま
す
忠
貞
に
励
み
、
以
っ
て
朕
が
脊
に
副
え
。
欽
し

め
よ
か
な
。
故
に
勅
す
。

惟
精
惟
一

乃
聖
乃
神

皇
帝
陛
下

頌
徳
欽
惟

開
天
闊
地
昭
同
文
同
軌
之
休
朝
野
傾
心
臣
民

首 琉
球
國
中
山
王
臣
尚
貞
誠
愧
誠
恐
稽
首
頓

〔
原
文
〕

（
康
煕
四
十
七
年
十
月
日
）

二
、
琉
球
表
文上

言
伏
以

大
一
統
之
規
模
誕
敷
聟
教

綿
萬
年
之
暦
敷
不
＿
著
光
華

航
海
梯
山
極
来
享
来
王
之
盛

莫
社
稜
於
無
彊
卜
年
卜
世

光
膜
烈
於
有
永
不
＿
顕
不
＿
承
臣
貞
蚊
島
外
藩
蟻

封
荒
服
雖
不
毛
之
地
徒
切
芹
私
而
愛

君
之
誠
敢
忘
葵
向
敬
遣
陪
臣
向
英
毛
文
哲
等
遠

紗
六
疋

康
煕
二
十
八
年
十
月
初
十
日
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〔
書
き
込
み
〕

朱
字
：
本
紙
句
豆
ナ
シ
此
紙
本
紙
ノ
通
ナ
リ

墨
字
：
本
紙
総
体
ノ
大
さ
此
通
首
の
餘
紙
文
字
之
高
下
此
通

康
煕
陣
拾
柴
年
十
月

聞
進
以

本
文
の
終
と
年
号
と
の
間
年
号
よ
り
終
迄
之
間
始
の

行
之
間
口
ま
り
口

□

本
紙
と
ち
か
い
申
候
本
紙

本
文
書
の
後
に
つ
づ
け
て

日
琉
球
國
中
山
王
臣
尚
貞
謹
上
表

敢
え
て
葵
向
す
る
を
忘
れ
ん
や
。
敬
し
ん
で
陪
臣
向
英
・
毛
文
哲
等

を
遣
わ
し
、
遠
く
波
涛
の
険
を
渉
る
に
、
車
に
指
南
を
用
い
、
虔
し

み

や

ん
で
筐
箇
の
微
を
齋
ら
す
に
、
斗
に
極
北
を
贈
て
、
少
や
嵩
呼
の
涸

を
年
べ
、
剛
か
日
照
の
光
に
依
ら
ん
と
す
。

伏
し
て
願
わ
く
ば
、
江
漢
は
宗
に
朝
し
、
星
辰
は
極
を
棋
く
。
虞

み

な

み

廷
の
雅
楽
を
奏
し
、
群
鳳
儀
獣
舞
の
祥
な
る
を
贈
、
周
室
の
賢
オ
を

鬱
が
‘
心
豹
変
鷹
揚
の
績
を
著
わ
す
。
将
に
五
風
十
雨
、
長
く
玉
燭

と
と
の

を
存
し
て
、
以
っ
て
常
に
、
四
漬
九
州
を
調
え
、
大
い
に
金
甑
を
孔

だ
芹
私
を
切
に
す
る
と
雖
ど
も
、

表
恭

聖
激
切
屏
管
之
至
謹
奉

天
仰

甑
於
孔
固
突
臣
貞
無
任
贈

十
雨
長
存
玉
燭
以
常
調
四
漬
九
州
大
輩
金

敏
周
室
賢
オ
代
著
豹
愛
鷹
揚
之
績
将
見
五
風

奏
虞
廷
雅
楽
群
瞭
鳳
儀
獣
舞
之
祥

星
辰
棋
極

而
れ
ど
も
君
を
愛
す
る
の
誠
は
、

一
統
の
規
模
を
大
い
に
し
、
誕
い
に
声
教
を
敷わ

た

。
海
を
航

お
お

き
、
万
年
の
暦
数
を
綿
ら
ね
、
不
一
い
に
光
華
を
著
わ
せ
り

は
し
i
J

ひ
ら

り
山
に
梯
し
、
来
享
来
王
の
盛
ん
な
る
を
極
め
、
天
を
開
き
地
を
闘

さ

い

わ

い

た

た

き
、
同
文
同
軌
の
休
を
昭
か
に
す
。
朝
野
心
を
傾
け
、
臣
民
徳
を
頌

う
。
欽
し
ん
で
惟
う
に
、
皇
帝
陛
下
は
、
惟
れ
精
に
し
て
惟
れ
一
、

さ

だ

う

ら

な

乃
ち
聖
に
し
て
乃
ち
神
、
社
稜
を
無
彊
に
莫
め
、
年
を
卜
い
世
を
ト

い
、
誤
烈
を
有
水
に
か
虹
が
し
、
醒
い
に
顕
し
不
一
い
に
斎
く
。
臣
貞
は
、

蚊
島
の
外
藩
に
し
て
、
蛾
封
の
荒
服
た
り
。
不
毛
の
地
に
し
て
、
徒

伏
し
て
以
う
に
、

る。

渉
波
濤
之
瞼
車
用
指
南
虔
府
筐
籠
之
微
斗

職
極
北
少
伸
嵩
呼
之
梱
聯
依

日
照
之
光
伏
願

江
漠
朝
宗

〔
書
き
下
し
〕

琉
球
国
中
山
王
臣
尚
貞
、
誠
憧
誠
恐
、
稽
首
頓
首
し
て
、
言
を
上

余
紙
と
三
所
之
余
紙
同
じ
寸
法
也
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柴
月
拾
参
日
斃
逝
臨
終
呼
益
至
楊
前
命
之
曰
吾
請
封
嗣
業
経

而
祖
父
終
／

至
於
本
年
／

今
三
十
載
歴
蒙

以
益
父
事
親
能
孝
痛
悼
不
已
過
於
悲
傷
漸
成
虚
怯
一
旦
臥
病
遂

壷

月

日

右

杏

海
外
能
治
生
民
世
修
藩
職
皆
荷

為
此
理
合
移
杏

貴
司
請
為
査
照
施
行
須
至
杏
者

國
雖
越
在
／

二
、
琉
球
國
王
杏

（
康
熙
四
十
八
年
十

一
月
日
）

〔
原
文
〕

貴
司
轄
詳

誓
院
具

※
脱
行
ヵ

訃
報
於

灼
／

を
上
る

康
煕
四
十

七

年

十

月

日

か

た

み

固
に
掌
む
る
を
見
ん
と
す
。
臣
貞
、
天
を
瞭
、
聖
を
仰
ぎ
、
激
切
屏

営
の
至
り
に
任
う
る
無
し
。
謹
ん
で
表
を
奉
じ
、
恭
し
く
進
ん
で
以

聞
す
。

琉
球
国
中
山
王
臣
尚
貞
謹
ん
で
表

琉
球
國
中
山
王
世
孫
尚
益
為
報
祖
父
斃
逝
権
摂
國
政
事
窯
照
敗

天
朝
福
澤
遠
庇
及
益
祖
父
尚
貞
襲
封
明

恩
尤
渥
方
期
長
為
海
表
藩
鎮
博
子
及
孫
不
料
益
父
世
子
尚
純
寮
不
永

年
於
康
熙
／

陣
拾
伍
年
拾
賦
月
参
拾
日
以
疾
先
卒
益
雖
代
父
問
視
不
敢
少
憎

聖
朝
脊
顧
有
加
無
已
天
高
地
厚
浩
蕩
難
名
今
病
勢
沈
篤
料
此
生
無

報
答
汝
小
心
恭
順
以
継
吾
志
惟
痛
汝
父
早
亡
末
贋

封
典
不
得
入
廟
恐
以
祖
為
禰
如
物
議
何
汝
宜
思
之
言
屹
而
殆
無
一

語
及
私
益
既
傷
父
之
云
亡
復
痛
祖
父
之
棄
世
五
内
分
裂
敢
言

緻
業
惟
是
國
事
統
衆
心
無
定
益
以
私
啜
公
恐
負

朝
廷
封
藩
之
重
除
於
喪
次
権
聴
國
政
不
敢
稲
王
外
特
遣
正
議
大
夫
察

貴
司
所
有
祖
父
遺
言
亦
不
敢
塑
滞
伏
乞

福
建
等
慮
承
宣
布
政
使
司
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窃
か
に
照
ら
す
に
、
敵
国
海
外
に
越
在
す
る
と
雖
も
、
能
く
生
民

よ

よ

い

た

だ

を
治
め
、
世
藩
職
を
修
む
る
は
、
皆
、
天
朝
の
福
沢
遠
庇
を
荷
け
ば

か
た
じ

な
り
。
益
が
祖
父
尚
貞
襲
封
す
る
に
及
ん
で
、
恩
を
切
け
な
く
す
る

ま
さ

こ
と
尤
も
渥
け
れ
ば
、
方
に
長
く
海
表
の
藩
鎮
と
な
り
、
子
及
び
孫

に
伝
え
ん
こ
と
を
期
す
。
料
ら
ず
も
益
が
父
世
子
尚
純
、
寮
み
て
永

年
な
ら
ず
、
康
煕
四
十
五
年
十
二
月
三
十
日
に
於
い
て
、
疾
を
以
っ

お
こ
た

て
先
に
卒
す
。
益
、
父
に
代
り
て
問
視
し
、
敢
え
て
少
し
も
解
ら
ざ

つ
か

る
と
雖
も
、
而
れ
ど
も
祖
父
終
に
益
が
父
の
親
に
事
え
能
く
孝
な
る

ゃ

を
以
っ
て
、
痛
悼
已
ま
ざ
る
こ
と
、
悲
傷
よ
り
過
ぎ
漸
く
虚
怯
と
成

一
旦
臥
病
し
、
遂
に
本
年
七
月
十
三
日
に
至
っ
て
斃
逝
す
。
臨

終
に
、
益
を
呼
び
楊
前
に
至
ら
し
め
、
之
に
命
じ
て
曰
く
、
吾
、
封

し
ば

嗣
を
請
い
業
経
に
三
十
載
、
歴
し
ば
聖
朝
脊
顧
を
蒙
む
る
こ
と
加
わ

る
有
り
て
已
む
無
し
、
天
高
く
地
厚
く
浩
蕩
と
し
て
名
づ
く
る
難
し
。

今
、
病
勢
沈
篤
に
し
て
、
料
る
に
此
の
生
は
報
答
無
し
。
汝
、
小
心

に
恭
順
し
て
以
っ
て
吾
が
志
を
継
げ
。
惟
だ
痛
ま
し
く
も
汝
が
父
早

に
亡
く
な
り
、
未
だ
封
典
を
贋
け
ざ
れ
ば
、
廟
に
入
る
る
を
得
ず
。

恐
ら
く
は
祖
を
以
っ
て
禰
と
な
さ
ば
、
物
議
す
る
を
如
何
ん
せ
ん
。

ぉ
ゎ

汝
、
宜
し
く
之
を
思
う
べ
し
。
と
あ
り
。
言
屹
り
て
狙
し
て
一
語
も

わ
た
く
し

無
し
。
私
益
に
及
ん
で
は
、
既
に
父
の
亡
な
り
し
を
云
う
を
傷
み
、

りヽ
〔
書
き
下
し
〕

琉
球
国
中
山
王
世
孫
尚
益
、
祖
父
の
斃
逝
を
報
じ
、
権
に
国
政
を

摂
め
ん
が
事
の
為
に
す
。

寵
資
逍
異
尋
常
固
期
祖
父
共
頚
睾
蓋
圏
報
滑
埃
奈
因
命
寮
尚
益
父
世

褒
封 康

熙
四
十
八
年
十
一
月
日

復
た
祖
父
の
世
を
棄
つ
る
を
痛
み
、
五
内
分
裂
す
る
も
敢
え
て
業
を

す
べ

継
ぐ
と
言
わ
ん
や
。
惟
だ
国
事
、
衆
心
を
統
る
に
定
め
無
く
、
益
、

私
を
以
っ
て
公
を
廃
せ
ば
、
恐
ら
く
は
朝
廷
の
藩
を
封
ず
る
の
重
き

そ

む

お

さ

に
負
か
ん
。
喪
次
に
於
い
て
権
に
国
政
を
聴
め
、
敢
え
て
王
を
称
せ

ざ
る
を
除
く
の
外
、
特
に
正
議
大
夫
察
灼
を
遣
わ
し
て
、
貴
司
に
訃

報
す
。
所
有
の
祖
父
の
遺
言
も
亦
た
敢
え
て
奎
滞
せ
ず
。
伏
し
て
乞

う
ら
く
は
、
貴
司
よ
り
督
撫
両
院
に
転
詳
せ
ら
れ
、
具
（
奏
せ
し
め

ら
れ
ん
こ
と
を
乞
う
。
）
此
れ
が
為
に
理
と
し
て
合
に
貴
司
に
移
杏
す
。

こ
い
ね
が
わ
く

請
為
ば
査
照
し
て
施
行
せ
ら
れ
よ
。
須
ら
く
杏
に
至
る
べ
き
も
の
な

り
。
右
、

福
建
等
処
承
宣
布
政
司
に
次
口
す
。

四
、
福
建
布
政
司
杏

（
康
煕
四
十
九
年
六
月
初
八
日
）

〔
原
文
〕

福
建
等
虞
承
宣
布
政
使
司
為
報
明
祖
喪
泣
撼
遺
嘱
細
賜
具

題
以
表
幽
忠
事
康
煕
四
十
九
年
正
月
初
八
日
准

琉
球
國
中
山
王
世
孫
尚

杏
開
窪
照
敵
國
海
外
弾
丸
荷
蒙

天
朝
不
棄
倖
蚊
島
波
臣
得
以
時
修
歳
事
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震
鑑
不
特
益
終
身
感
侃
即
祖
父
九
泉
之
下
雖
死
猶
生
突
等
縁
由
到
司

准
此
又
為
稟
報
事
康
熙
四
十
九
年
三
月
十
一
日
奉
／

鎮
守
福
州
将
軍
署
理
間
浙
線
督
事
務
祖
批
本
司
呈
詳
査
得
琉

球
國
中
山
王
尚
貞
於
康
熙
四
十
八
年
七
月
十
三
日
身
／

逝
世
子
尚
純
先
於
四
十
五
年
身
故
嫡
長
孫
尚
益
備
杏
遣
使
附
搭

接
貢
船
隻
来
間
報
喪
業
経
詳
奉
／

護
理
撫
憲
批
男
詳
核
奪
等
因
随
即
行
撼
福
防
順
査
覆
前
来
遵
査

察
灼
前
来
報
明
伏
乞
貴
司
察
核
轄
詳

鱈
両
院
懇
賜
具

題
上
達

天
家
屏
藩
責
重
諸
凡
庶
務
機
宜
不
得
不
従
権
暫
撮
絃
嘗
循
例
接
貢
理

合
将
祖
父
斃
逝
日
期
併
臨
終
遺
啜
特
遣
正
議
大
夫
／

茅
土
錫
之

子
尚
純
業
於
康
煕
四
十
五
年
十
二
月
三
十
日
冒
染
風
／

痰
病
故
厳
親
已
歿
益
係
嫡
長
孫
承
父
之
重
不
敢
毀
形
滅
性
以
傷

王
父
心
距
料
鞠
凶
畳
見
益
祖
中
山
王
尚
貞
復
於
本
／

年
七
月
十
三
日
因
老
病
虚
怯
寝
疾
而
斃
禰
留
之
餘
特
呼
益
至
楊

前
泣
獨
吾
世
受
／

聖
恩
真
如
高
天
厚
地
頂
踵
難
酬
今
不
幸
以
怯
疾
身
故
無
復
能
望
風
頂

祝
但
犬
馬
懇
主
之
念
雖
死
弗
談
爾
其
善
髄
吾
心
／

格
修
臣
職
盪
忠
即
以
盪
孝
嘗
敬
倶
無
忘
益
聞
言
五
内
如
割
幾
不

欲
視
息
人
間
榮
榮
在
荻
安
敢
轍
萌
嗣
位
之
思
第
／

該
國
王
既
已
身
逝
世
子
又
経
物
故
荻
撼
伊
國
嫡
長
／

憲
憂
察
賜

題
報
可
也
至
干
来
使
正
議
大
夫
一
員
察
灼
眼
伴
柴
思
仁
等
九
名
既

係
附
搭
接
貢
船
隻
而
来
應
興
接
貢
井
京
回
人
員
一
同
／

蹄
國
合
併
整
明
等
縁
由
奉
批
仰
候

撫
都
院
批
示
檄
奉
此
案
照
先
於
本
年
二
月
初
七
日
奉

護
理
福
建
巡
撫
印
務
布
政
使
加
三
級
金

批
候
核
／

題
餘
如
詳
行
初
候

督
部
院
批
示
檄
奉
此
遵
行
在
案
又
為
前
事
康
熙
四
十
九
年
五
月

十
五
日
奉
／

巡
撫
都
察
院
詳

憲
牌
康
熙
四
十
九
年
五
月
十
二
日
准

證
部
杏
主
客
清
吏
司
案
呈
奉
本
部
送
膿
科
抄
出
該
本
部
題
前
事

内
開
撼
護
理
福
建
巡
撫
印
務
布
政
使
金

疏
稲
琉
球
國
中
山
王
尚
貞
於
康
煕
四
十
八
年
七
月
十
三
日
病
故

世
子
尚
純
於
康
煕
四
十
五
年
身
故
該
王
嫡
長
孫
尚
／

益
備
杏
遣
使
附
搭
接

貢
船
隻
来
閾
報
喪
應
請
題
報
其
来
使
正
議
大
夫
察
灼
眼
伴
柴
思
仁

等
九
名
附
搭
進
／

貢
人
員
一
同
蹄
國
等
因
具
題
前
来
査
康
煕
八
年
撼
福
建
巡
撫
劉

疏
稲
琉
球
國
王
尚
質
病
故
世
子
尚
貞
遣
使
府
杏
／

孫
循
例
杏
報
到
司
相
應
備
録
杏
文
轄
請

／ 批
本
司
詳
仝
前
由
奉
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初
八

琉
球
國
中
山
世
孫
尚

右

杏

應
照
該
撫
所
請
附
搭
進

貢
人
員
船
隻
一

同
遣
回
可
也
等
因
康

煕
四
十
九
年
四
月
初
六
日
題
本
月
初
九
日
奉
／

旨
依
議
欽
此
欽
遵
抄
出
到
部
送
司
奉
此
相
應
移
杏
福
建
巡
撫
可
也
為

此
合
杏
前
去
査
照
施
行
等
因
到
都
院
准
此
擬
／

合
就
行
備
牌
行
司
備
照
杏
文
内
奉

旨
事
理
即
便
移
行
欽
遵
査
照
母
違
等
因
奉
此
今
風
汎
届
期
相
應
附
搭

進
貢
人
員
船
隻
一
同
遣
回
合
就
移
覆
為
此
備
由
移
杏
／

貴
世
孫
請
依
来
文
事
理
煩
為
欽
遵
査
照
施
行
須
至
次
口
者

其
稟
報
琉
球
國
王
尚
貞
病
故
来
使
察
灼
等
／

賜
憧
故
王
尚
貞
之
虞
侯
該
王
嫡
長
孫
尚
益
請

封
到
日
再
議
具
題

行
在
案
應
将
封
琉
球
國
王
及
／

封
具
題
之
日

封
王
併
故
王

賜
伽
一
併
再
議
具
題
等
因
具
題
准

等
由
臣
部
議
覆
琉
球
國
世
子
尚
貞
請

〔
書
き
下
し
〕

福
建
等
処
承
宣
布
政
使
司
、
祖
喪
を
報
明
し
、
泣
い
て
遺
嘱
を
撼

も
と

べ
、
具
題
を
賜
わ
る
を
鎖
め
、
以
っ
て
幽
忠
を
表
わ
さ
ん
が
事
の
為

に
す
。康

煕
四
十
九
年
正
月
初
八
日
、
琉
球
国
中
山
王
世
孫
尚

ひ
そ

准
け
た
る
に
開
す
ら
く
、
窃
か
に
照
ら
す
に
、
散
国
海
外
の
弾
丸
な

か
た
じ

る
も
、
荷
け
な
く
も
天
朝
棄
て
ず
し
て
蚊
島
の
波
臣
を
し
て
時
を
以
っ

て
歳
事
を
修
め
る
を
得
さ
し
め
、
褒
封
寵
賓
す
る
こ
と
迎
か
に
尋
常

い
た

と
異
な
る
を
蒙
む
る
。
固
よ
り
祖
父
共
に
鼈
羞
に
躁
り
、
涌
埃
を
報

い
ん
と
図
る
を
期
す
る
も
、
奈
せ
ん
命
塞
ま
る
に
因
り
、
尚
益
の
父

世
子
尚
純
、
業
に
康
煕
四
十
五
年
十
二
月
三
十
日
に
於
い
て
風
痰
に

冒
染
し
て
病
故
す
。
厳
親
已
に
歿
し
、
益
は
嫡
長
孫
に
係
れ
ば
、
父

そ
こ
な

の
重
き
を
承
け
、
敢
え
て
毀
形
滅
性
し
、
以
っ
て
王
父
の
心
を
傷
わ

ず
。
距
料
ら
ん
、
鞠
凶
畳
見
し
、
益
が
祖
中
山
王
尚
貞
も
復
た
本
年

み
ま
か

七
月
十
三
日
に
於
い
て
老
病
、
虚
怯
寝
疾
に
因
り
斃
る
。
弥
留
の
余
、

特
に
益
を
呼
び
て
楊
前
に
至
ら
し
め
て
泣
い
て
叩
む
。
声
畠
〗
、
聖
恩

を
受
け
る
こ
と
真
に
高
天
厚
地
の
如
く
、
頂
踵
す
る
も
酬
い
難
し
。

今
、
不
幸
に
し
て
怯
疾
を
以
っ
て
身
故
せ
ん
と
す
る
に
、
復
た
望
風

頂
祝
す
る
能
う
無
し
。
但
、
犬
馬
の
主
を
恋
う
の
念
は
死
す
と
雖
も

杏

の
次
口
を
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わ

す

た

い

設
れ
ず
。
爾
、
其
れ
善
＜
吾
が
心
を
体
し
、
格
し
ん
で
臣
職
を
修
め

忠
を
盛
く
せ
よ
。
即
ち
孝
を
尽
く
す
る
を
以
っ
て
当
に
敬
し
ん
で
侃

し
て
忘
れ
る
こ
と
無
か
る
べ
し
。
益
、
言
を
聞
き
て
五
内
割
れ
る
が

如
し
。
幾
ど
人
間
に
視
息
す
る
を
欲
せ
ず
、
榮
榮
と
し
て
疾
に
在
る

に
、
安
ん
ぞ
敢
え
て
靱
く
位
を
嗣
ぐ
の
思
を
萌
さ
ん
や
。
第
だ
茅
土

た
ま

は
之
を
天
家
に
錫
わ
り
た
れ
ば
、
屏
藩
の
責
重
、
諸
凡
庶
務
の
機
宜

お
さ

は
、
権
に
従
り
て
暫
く
摂
め
ざ
る
を
得
ず
。
荻
に
例
に
循
い
て
接
貢

す
る
に
当
れ
ば
、
理
と
し
て
合
に
祖
父
斃
逝
の
日
期
、
併
び
に
臨
終

の
遺
嘱
を
将
っ
て
、
特
に
正
議
大
夫
察
灼
を
遣
わ
し
前
来
せ
し
め
て

報
明
す
。
伏
し
て
乞
う
ら
く
は
、
貴
司
察
核
し
て
督
撫
両
院
に
転
詳

ね
が

し
、
具
題
し
て
痰
鑑
に
上
達
せ
ん
こ
と
を
賜
ら
ん
こ
と
を
懇
う
。
特

だ
に
益
終
身
感
侃
す
る
の
み
な
ら
ず
、
即
ち
祖
父
も
九
泉
の
下
で
死

す
と
雖
も
猶
お
生
き
る
が
ご
と
か
ら
ん
等
の
縁
由
、
司
に
到
る
。
此

を
准
け
た
り
。

又
、
票
報
の
事
の
為
に
す
。
康
煕
四
十
九
年
三
月
十
一
日
、
鎮
守

福
州
将
軍
署
理
間
浙
総
督
事
務
祖

に
、
査
し
得
た
る
に
、
琉
球
国
中
山
王
尚
貞
、
康
煕
四
十
八
年
七
月

の
批
を
奉
じ
た
る
本
司
の
呈
詳

十
三
日
に
於
い
て
身
逝
す
。
世
子
尚
純
は
先
に
四
十
五
年
に
於
い
て

身
故
す
。
嫡
長
孫
尚
益
、
次
口
を
備
え
て
使
い
を
遣
わ
し
、
接
貢
船
隻

に
附
搭
せ
し
め
、
閤
に
来
り
て
喪
を
報
ぜ
し
む
に
、
業
経
に
護
理
撫

憲
の
批
を
詳
奉
し
、
男
に
詳
も
て
核
奪
せ
し
む
等
の
因
あ
り
。
随
即

に
行
じ
て
、
福
防
庁
の
査
覆
し
て
前
来
す
る
に
拠
り
遵
査
す
る
に
、

院
詳

の
縁
由
あ
り
。
批
を
奉
じ
た
る
に
仰
ぎ
て
撫
都
院
の
批
示
を
候
て
。

該
国
王
既
已
に
身
逝
し
、
世
子
も
又
、
経
に
物
故
せ
り
。
荻
に
伊
の

国
の
嫡
長
孫
、
例
に
循
い
杏
報
し
司
に
到
る
に
撼
り
、
相
い
応
に
備

さ
に
杏
文
を
録
し
て
憲
台
に
転
請
し
、
察
し
て
題
報
を
賜
わ
れ
ば
可

な
り
。
来
使
正
議
大
夫
一
員
察
灼

・
眼
伴
柴
思
仁
等
九
名
に
至
っ
て

は
、
既
に
接
貢
船
隻
に
附
搭
し
て
来
る
に
係
れ
ば
、
応
に
接
貢
井
び

に
京
回
の
人
員
と
一
同
に
帰
国
せ
し
む
べ
し
。
合
併
し
て
声
明
す
等

檄
む
べ
し
、

と
あ
り
。
此
を
奉
け
た
り
。

案
照
す
る
に
先
に
本
年
二
月
初
七
日
に
於
い
て
護
理
福
建
巡
撫
印

務
布
政
使
加
三
級
金
の
批
を
奉
じ
た
る
本
司
の
詳
に
前
由
に
仝
じ

と
あ
る
批
を
奉
じ
た
る
に
、
核
題
す
る
を
候
て
。
余
は
詳
の
如
く
行

え
。
加
お
督
撫
院
の
批
示
を
候
て
。
檄
む
べ
し
、

と
あ
り
。
此
れ
を

奉
け
た
り
。
遵
行
し
て
案
に
在
り
。

又
、
前
事
の
為
に
す
。
康
煕
四
十
九
年
五
月
十
五
日
、
巡
撫
都
察

の
憲
牌
を
奉
じ
た
る
に
、
康
煕
四
十
九
年
五
月
十
二
日
、
礼

部
の
次
口
を
准
け
た
る
に
、
主
客
清
吏
司
の
案
呈
に
、
本
部
の
送
り
た

る
礼
科
の
抄
出
を
奉
じ
た
る
に
、
該
本
部
の
題
す
る
前
事
内
に
開
す

の
疏
に
拠
る
に
称
す
ら
く
、

ら
く
、
護
理
福
建
巡
撫
印
務
布
政
使
金

琉
球
国
中
山
王
尚
貞
、
康
熙
四
十
八
年
七
月
十
三
日
に
於
い
て
病
故

し
、
世
子
尚
純
、
康
煕
四
十
五
年
に
於
い
て
身
故
す
。
該
王
嫡
長
孫

尚
益
、
杏
を
備
え
て
使
い
を
遣
わ
し
、
接
貢
船
隻
に
附
搭
し
閤
に
来

ら
し
め
喪
を
報
じ
た
れ
ば
応
に
題
報
を
請
う
べ
し
。
其
の
来
使
正
議
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り
。
此
れ
を
欽
し
む
。
欽
遵
せ
り
。
抄
出
し
て
部
に
到
れ
ば
司
に
送

六
日
題
し
、
本
月
初
九
日
、
旨
を
奉
け
た
る
に
、
議
に
依
れ
。
と
あ

る
。
此
れ
を
奉
じ
た
り
。
相
い
応
に
福
建
巡
撫
に
移
杏
す
れ
ば
可
な

る
べ
し
と
あ
り
。
此
れ
が
為
に
合
に
次
口
も
て
前
去
せ
し
め
査
照
施
行

せ
し
む
等
の
因
、
都
院
に
到
る
。
此
れ
を
准
け
た
り
。
擬
し
て
合
に

就
ち
に
行
し
、
牌
を
備
え
て
司
に
行
し
、
備
さ
に
次
口
文
内
の
旨
を
奉

じ
た
る
に
、
事
理
に
照
ら
し
、
即
便
に
移
行
せ
よ
、
と
あ
り
。
欽
遵

せ
り
。
査
照
し
て
違
う
母
か
れ
等
の
因
あ
り
。
此
れ
を
奉
け
た
り
。

今
、
風
汎
期
に
届
れ
ば
、
相
い
応
に
進
貢
人
員
の
船
隻
に
附
搭
し
て
、

一
同
に
遣
回
せ
し
め
、
合
に
就
ち
に
移
覆
す
べ
し
。
此
れ
が
為
に
、

回
せ
し
む
れ
ば
可
な
る
べ
し
等
の
因
あ
り
。
康
煕
四
十
九
年
四
月
初

一
同
に
遣

国
王
を
封
じ
及
び
故
王
の
尚
貞
を
賜
憧
す
る
と
こ
ろ
を
将
っ
て
、
該

王
の
嫡
長
孫
尚
益
の
請
封
到
る
の
日
を
侯
っ
て
再
議
具
題
す
べ
し
。

其
の
琉
球
国
王
尚
貞
の
病
故
を
稟
報
せ
る
来
使
察
灼
等
は
、
応
に
該

撫
の
請
う
所
に
照
ら
し
て
進
貢
人
員
の
船
隻
に
附
搭
し
、

よ
等
の
因
あ
り
。
具
題
し
て
准
行
す
る
こ
と
案
に
在
り
。
応
に
琉
球

す
る
の
日
、
封
王
併
び
に
故
王
の
賜
伽
は
一
併
に
再
議
し
て
具
題
せ

り
。
臣
が
部
、
議
覆
す
ら
く
、
琉
球
国
世
子
尚
貞
、
封
を
請
い
具
題

質
、
病
故
し
、
世
子
尚
貞
、
使
い
を
遣
わ
し
杏
を
齋
ら
す
等
の
由
あ

煕
八
年
、
福
建
巡
撫
劉
の
疏
に
拠
り
て
称
す
ら
く
、
琉
球
国
王
尚

康
煕
四
十
九
年
六
月
初
八
日

ら
く
次
口
に
至
る
べ
き
者
な
り
。

帰
国
せ
し
め
よ
等
の
因
あ
り
。
具
題
し
て
前
来
す
。
査
す
る
に
、
康

大
夫
察
灼
・
眼
伴
柴
思
仁
等
九
名
・
附
搭
の
進
貢
人
員
は
、

一
同
に

に
次
口
す
。

由
を
備
え
て
貴
世
孫
に
移
杏
す
。
来
文
の
事
理
に
依
ら
ん
こ
と
を
請

う
。
煩
為
く
ば
、
欽
遵
し
て
査
照
し
て
施
行
せ
ら
れ
ん
こ
と
を
。
須

右
、
琉
球
国
中
山
王
世
孫
尚

祖
喪
等
を
報
明
す
る
事
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